
   

令和８年４月 
食品取扱従事者 各位  

細菌検査（検便）受付のお知らせ 
 

平素より、店舗の衛⽣管理及び従事者の健康管理には、十分ご留意されていることと思います。 
今年度も、食品取扱従事者を対象とした細菌検査(検便)を⾏いますのでご案内いたします。 
食品取扱従事者におかれましては、月に１回の検査を受けていただきますようお願いいたします。 

 
１．対 象  世田谷区内在住・在勤の食品取扱従事者※ 
        ※ 学園祭等での模擬店従事者、食品販売店や保育施設等での職業体験者等を含む 
２．検査項目  サルモネラ、⾚痢菌、チフス菌、パラチフスＡ菌、腸管出血性大腸菌Ｏ157 
３．検 査 料  １本 ４２０円  
４．受 付  世田谷区内の各総合支所保健福祉センター健康づくり課  通年受付 
         

受付場所（容器の配布も同じ） 

世田谷 総合支所 保健福祉センター 健康づくり課 
[世田谷４－２２－３３／区役所第２庁舎３階]      ℡ ５４３２－２８９３  
     ※令和 8 年 10 月 19 日より窓口が⻄棟 3 階に移転予定です。 

北 沢 総合支所 保健福祉センター 健康づくり課 
    [北沢２－８－１８／北沢タウンホール９階]             ℡ ６８０４－９３５５  

玉 川 総合支所 保健福祉センター 健康づくり課 
 [等々⼒３－４－１／玉川総合支所 ３階]          ℡ ３７０２－１９４８ 

砧 総合支所 保健福祉センター 健康づくり課  
[成城６－２－１／砧総合支所２階]             ℡ ３４８３－３１６１   

烏 山 総合支所 保健福祉センター 健康づくり課     
[南烏山６－２２－１４／烏山総合支所３階]        ℡ ３３０８－８２２８ 

受付日時 原則 月曜日、火曜日（祝日・年末年始等を除く） 

午前８時３０分〜１２時、午後１時〜３時 
 
【お問い合わせ先】  

世田谷保健所⽣活保健課   ℡ ５４３２－２９０６（世田谷・玉川地区） 
                   ℡ ５４３２－２９０７（北沢･砧･烏山地区） 


